
令和 2 年 6 月 9 日 
保護者の皆様 

旭川市立永山西小学校  
校   長 松田  聡 
ＰＴＡ会長 樋口 千晴 

 

学校諸費納入金（２回目）の口座引落について 
 
 初夏の候，保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また，日ごろより，
本校の教育の推進にご協力いただきありがとうございます。 
 さて，学校諸費納入金（２回目）の口座からの引き落としが６月１５日（月）となっています。 
 つきましては，確実に口座引落ができるよう，残高確認および入金をお願いいたします。 
 
１ 各学年の納入金額   ※毎月，手数料が１０円かかります。              （単位 円） 

学年 学年費 給食費 ＰＴＡ会費 年間合計 引落金額 
5 月 6 月 7 月 8~9 月 10~2 月 

１年 8,460 47,520 戸主 1,260 57,240 7,392 2,112 7,392 6,972 5,280 非戸主 0 55,980 6,972 1,692 6,972 

２年 13,100 42,845 戸主 1,260 57,205 3,645 3,040 8,320 7,900 5,280 非戸主 0 55,945 3,225 2,620 7,900 

３年 14,900 42,845 戸主 1,260 59,005 4,005 3,400 8,680 8,260 5,280 非戸主 0 57,745 3,585 2,980 8,260 

４年 15,300 42,845 戸主 1,260 59,405 4,085 3,480 8,760 8,340 5,280 非戸主 0 58,145 3,665 3,060 8,340 

５年 15,600 42,845 戸主 1,260 59,705 4,145 3,540 8,820 8,400 5,280 非戸主 0 58,445 3,725 3,120 8,400 

６年 17,200 42,845 戸主 1,260 61,305 4,465 3,860 9,140 8,720 5,280 非戸主 0 60,045 4,045 3,440 8,720 

※戸主とは，本校に在籍する一番上の学年のお子さんのことです。 
※就学援助の認定になっている家庭については，給食費を除いた，学年費・ＰＴＡ会費(戸主児童のみ)を引き落

としさせていただきます。 
※学校だより等でお知らせしましたが，4～5 月の臨時休業に伴い，6 月の給食費は 0 円となります。そのため，年

間の給食費が変更となっています。 
 
２ 令和 2 年度引落日 

２回目 ６月１５日（月） ７回目 １１月１６日（月） 
３回目 ７月１５日（水） ８回目 １２月１５日（火） 
４回目 ８月１７日（月） ９回目 令和３年 １月１５日（金） 
５回目 ９月１５日（火） １０回目 ２月１５日（月） 
６回目  １０月１５日（木）   

 
３ その他（重要） 
 ※毎回，確実に口座引落ができるように，何卒，ご協力をお願いいたします。 

 口座引落ができなかった場合，「保護者の方へのお知らせ文書の作成」「現金出納簿の記入」「領収証の発行」「現金の管理」「預

金用紙への記入」「銀行への現金入金」など，事務作業が増えることになり，多大な労力を費やしています。 

 また，保護者の方にも現金を学校に直接納めていただくなどの手間が増えることになります。大変，お忙しいとは思いますが，

土曜日でもＡＴＭなどから入金ができますので，毎回，必ず口座引落ができるように，残高確認および入金のご協力を，何卒，

よろしくお願いいたします。 


